
 

政策会議付議事案書（令和６年７月１７日） 

提案課名 国保年金課 

報告者名 横溝 善教 

事案名 秦野市国民健康保険条例の一部を改正すること等について 

    有 

資料 

    無 

目
的

・
必
要
性 

令和５年６月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律等の一部を改正する法律」（以下、「マイナンバー法等の一部改正

法」という。）が公布され、マイナンバーカードと健康保険証とを一体化し、従来

の健康保険証を廃止することが決定しました。 

令和５年１２月には、マイナンバー法等の一部改正法の施行日を令和６年１２月

２日とする政令が公布され、同日以降、従来の健康保険証は発行できなくなりま

す。 

健康保険証の廃止に伴い、「国民健康保険法」に規定のある、国民健康保険被保

険者証の返還を定める条文及び返還義務に応じない場合の罰則を定める条文が削除

されたため、本条例第１０条に規定している、国民健康保険被保険者証の返還に応

じない場合の罰則部分について削除するものです。 

また、１２月２日以降、マイナンバーカードを所有していない者又は健康保険証

とマイナンバーカードが紐づいていない者には、保険証と同様に医療機関等で使用

することができる資格確認書を職権により発行する予定ですが、その有効期限を県

内自治体で協議した結果、１年又は２年とすることとなりましたので、市民の利便

性やコスト等を考慮し、有効期限を決定するものです。 

経
過

・
検
討
結
果 

１ 経過 

・令和５年６月 

 「マイナンバー法等の一部改正法」が公布 

・同年１２月 

改正法の施行日を令和６年１２月２日とする政令が公布（ただし、すでに発行

済みの保険証は最大１年間使用可能とする経過措置あり）。 

・令和６年７月 

 現在の国保加入者に対し、国民健康保険証を一斉発行（有効期間：令和６年 

８月１日～令和７年７月３１日）。有効期間は、県内自治体で協議し、令和７年

７月３１日に統一。 

 議題 
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経
過

・
検
討
結
果 

 

２ 資格確認書の取扱いについて 

本年１２月２日以降、従来の健康保険証の発行ができなくなるため、マイナ保

険証を所有していない方に対しては、保険証と同様に医療機関等で使用すること

ができる資格確認書を職権により発行する（１２月１日までの届け出について

は、有効期限令和７年７月３１日までの健康保険証を発行する）。 

なお、一斉発行した保険証は、令和７年７月３１日まで使用できる。有効期限

終了後、マイナ保険証を所有していない方には、令和７年７月中に資格確認書を

職権により発行する。資格確認書の有効期限については、本市における保険証一

斉発行のサイクル及び一斉発行にかかる費用等を考慮し、２年間としたい（以降

２年ごとに一斉発行を行う）。 

 

３ マイナ保険証の利用促進に関する本市の取組 

令和３年１０月 ・マイナンバーカード保険証利用登録サポート開始 

        ・マイナンバーカード保険証利用に関するホームページ公開 

令和６年 ７月 ・秦野伊勢原医師会、秦野伊勢原歯科医師会、秦野薬剤師会

に対し、利用促進に対する協力の依頼文書発出 

 ・保険証発送に合わせ、利用促進チラシ同封 

決
定
等
を 

要
す
る
事
項 

１ 秦野市国民健康保険条例の一部を改正し、国民健康保険被保険者証の返還に

応じない場合の罰則規定について、削除すること。 

２ 資格確認書の有効期限を２年間とすること。 

 

今
後
の
取
扱
い 

令和６年９月 令和６年９月第３回定例月会議へ条例改正議案を提出 

令和６年１２月  改正条例施行 
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議案第  号資料  

 

 

秦野市国民健康保険条例の一部を改正することについて 

 

 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律」（以下「マイナンバー法等の一部改正法」とい

う。）の公布に伴い、従来の健康保険証が廃止されます。 

 これに伴い、国民健康保険条例について所要の改正を行います。 

 

１ 改正の内容 

令和５年６月に「マイナンバー法等の一部改正法」が公布され、マイナン

バーカードと健康保険証とを一体化し、従来の健康保険証を廃止することが 

 決定されました（施行日は令和６年１２月２日（以下「法施行日」とい

う。）。 

  従来の健康保険証の廃止に伴い、国民健康保険法に規定のある、国民健康

保険被保険者証の返還を定める条文及び返還義務に応じない場合の罰則に関

する条文が削除されたため、本条例第１０条に規定している、被保険者証の

返還に応じない場合の罰則部分について削除するものです。 

 

２ 国民健康保険被保険者証廃止後の本市の対応 

  法施行日以降、新たに国民健康保険に加入される者等については、従来の

健康保険証は発行できないため、マイナンバーカードを所有していない又は

マイナンバーカードと健康保険証を紐づけていない場合は、健康保険証と同

様に医療機関等で使用することができる資格確認書を職権にて発行します。 

なお、法施行日以前の国民健康保険加入者については、令和７年７月３１

日までを有効期間とする国民健康保険被保険者証を発行しますが、有効期限

後の令和７年８月１日以降は、法施行日以降の対応と同様に、資格確認書を

発行します。 

 

 

 

 

資料１ 
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R6.8.1

従来の保険証更新
R6.12.2

従来の保険証廃止 R7.7.31

現行保険証有効期限終了
（県方針）

※マイナ保険証所持者には、資格確認書を発行しない

マイナ保険証移行に伴う交付等スケジュール

R9.7.31（予定）

資格確認書
⼀⻫発行

（※２年ごとに発行）

R6.8.1以前の加入者

R6.12.1までの加入者等

R6.12.2以降の加入者等
※マイナ保険証未所持者 資格確認書発行

従来の保険証発行

従来の保険証発行
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資格確認書の有効期限（案）について

マイナンバーカード未所有者等に対し、職権で「資格確認書」を交付

県内自治体の協議により、有効期限を１年又は２年で設定（各市で判断）

◎資格確認書発送に係る費用 ⇒ 約7,000千円

※Ｒ６保険証一斉更新費用 約14,000千円 国保加入者 紐付け率 55.7％

◎従来の保険証の有効期限 ⇒ ２年間

◎発送費用が２年に１回の負担で済むこと
◎従来の保険証と同じサイクルとすることで混乱を防止

資格確認書の有効期限を
２年間としたい

※資格確認書イメージ

資料２

5



 

 

議案第  号  

 

   秦野市国民健康保険条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市国民健康保険条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和６年  月  日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

国民健康保険法の一部改正により、国民健康保険の被保険者証が廃止される

ことに伴い、被保険者証の返還に応じない場合に過料を科す規定を削除すると

ともに、字句の整理を行うため、改正するものであります。 

 

資料３ 
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秦野市条例第  号  

 

   秦野市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

  

秦野市国民健康保険条例（昭和３４年秦野市条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条第１項各号列記以外の部分中「法」を「国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号。以下「法」という。）」に改める。 

第１０条中「法第９条第１項若しくは第９項」を「法第９条第１項若しくは

第５項」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は同条第３項若しくは第４

項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合」を削る。 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行日前における被保険者証を交付された者が、被保険者証の

返還の求めに応じない場合において、この条例の改正前の秦野市国民健康保

険条例第１０条の規定による罰則の適用については、施行日から令和７年７

月３１日までの間は、なお従前の例による。 

資料４ 
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議案第  号 秦野市国民健康保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

網かけ部分以外は、字句の整理によるものです。 

新 旧 

（療養費の支給の範囲等） 

第５条 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下 

「法」という。）第５４条第１項の規定に基づいて療養の給付

等に代えて療養費を支給することができるときとは、次のとお

りとする。 

(1)－(5) （略） 

２ （略） 

（罰則） 

第１０条 本市は、世帯主が法第９条第１項若しくは第５項の規

定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、

その者を１００，０００円以下の過料に処する。 

（療養費の支給の範囲等） 

第５条 法第５４条第１項の規定に基づいて療養の給付等に代え

て療養費を支給することができるときとは、次のとおりとす

る。 

 

(1)－(5) （略） 

２ （略） 

（罰則） 

第１０条 本市は、世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の規

定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条

第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求めら

れてこれに応じない場合においては、その者を１００，０００

円以下の過料に処する。 

  

  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。  

資料５ 
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（経過措置）  

２ この条例の施行日前における被保険者証を交付された者が、

被保険者証の返還の求めに応じない場合において、この条例の

改正前の秦野市国民健康保険条例第１０条の規定による罰則の

適用については、施行日から令和７年７月３１日までの間は、

なお従前の例による。 
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